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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジング（１０、１２）と、
　前記ハウジング（１０、１２）の後部に設けられ、回転可能な駆動部材（３２）を有す
る駆動ユニット（１４）と、
　前記駆動部材（３２）に間接的に連結されるカウンタ部材（５４）と、を備え、
　前記駆動ユニット（１４）は、単一の薬剤を供給するための前記駆動部材（３２）の回
転移動を動作毎に可能とするように動作可能であり、
　前記駆動ユニット（１４）は、細長い駆動プランジャ（４４）を有し、
　前記駆動プランジャ（４４）は、前記駆動部材（３２）と螺合し、該駆動部材（３２）
が、薬剤の一供給分に対応した角度だけ回転するにつれて、該一供給分の薬剤を供給する
ように長手方向に前進するように構成され、
　前記駆動部材（３２）は、歯（４６）を有し、該歯は、該駆動部材（３２）が前記角度
だけ回転する間に一度、前記カウンタ部材（５４）と間欠的に係合して、該カウンタ部材
（５４）を薬剤の供給毎にインクリメントするように構成され、
　累積薬剤のカウントは、薬剤量に関わらず、単一の使用を示す単一の均一量だけ前記カ
ウンタ部材（５４）を前記歯（４６）によってインクリメントすることによって、継続さ
れる、注入装置。
【請求項２】
　前記カウンタ部材は、遊び歯車（５８）と係合する、歯付き表面（６０）を含むカウン
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タホイール（５４）を有し、
　前記駆動部材（３２）は、該駆動部材（３２）の周方向に互いに離隔して配置された複
数の前記歯（４６）を有し、
　該歯（４６）の各々は、前記遊び歯車（５８）を介して、前記カウンタホイール（５４
）と係合する、請求項１に記載の注入装置。
【請求項３】
　前記カウンタ部材（５４）は、薬剤供給サイクルを通して部分的にインクリメントされ
る、請求項１または２に記載の注入装置。
【請求項４】
　前記駆動ユニット（１４）は、
　　前記駆動部材（３２）に関連付けられたエネルギー蓄積装置（３４）にエネルギーを
与えるために手動で移動される薬剤設定要素（１６）と、
　　前記駆動部材を、エネルギーが与えられた状態に保持し、且つ、エネルギーが与えら
れた状態から開放する、開放可能なトリガ（１８）と、を有する、請求項１～３のいずれ
か１項に記載の注入装置。
【請求項５】
　前記駆動プランジャが最終投薬位置に移動した後に、前記薬剤設定要素（１６）の移動
を阻止し、さらなる薬剤の設定が行われることを防ぐ最終投薬機構（６０、６２）を備え
る、請求項３に従属する場合の請求項４に記載の注入装置。
【請求項６】
　前記駆動ユニット（１４）は、前記薬剤設定要素（１６）とともに回転し、または、前
記薬剤設定要素（１６）と一体的に組み込まれた駆動伝達要素（２４）を有し、
　前記駆動伝達要素（２４）は、ラッチ機構（２６、３０）によって前記駆動部材に連結
可能であり、
　前記駆動伝達要素（２４）および前記駆動プランジャ（４４）は、それぞれの当接部（
６０、６２）と関連し、
　前記当接部（６０、６２）は、前記駆動プランジャ（４４）が最終投薬位置に向けて前
進したときに、ブロック配置へと移動し、さらなる薬剤設定動作を実質的に防止する、請
求項５に記載の注入装置。
【請求項７】
　前記駆動部材がエネルギーを与えられた位置にあるときに、外部から視認可能な色変化
インジケータを備える、請求項４～６のいずれか１項に記載の注入装置。
【請求項８】
　固定量の薬剤を供給するように構成された、請求項１～７のいずれか１項に記載の注入
装置。
【請求項９】
　調整可能な量の薬剤を供給する、請求項１～７のいずれか１項に記載の注入装置。
【請求項１０】
　薬剤を供給する前の初期ステップにおいて、互いに対して移動するように構成された、
２つの相対移動可能な可動部（１０、１２）を有する前記ハウジングと、
　混入防止機構（７０、７６、７８、８０）であって、該混入防止機構が開放される前の
前記相対移動を防止する、混入防止機構と、を備える、請求項１～９のいずれか１項に記
載の注入装置。
【請求項１１】
　前記混入防止機構は、取り外し可能なパッケージ（７０、７２）を有し、
　前記パッケージ（７０、７２）は、前記装置の少なくとも一部を収容し、前記パッケー
ジを取り外す前における初期移動に対して前記可動部を保持するように構成される、請求
項１０に記載の注入装置。
【請求項１２】
　前記混入防止機構は、前記初期移動を防止するように配置され、且つ、前記装置から取
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り外し可能なスペーサ要素を有する、請求項１１に記載の注入装置。
【請求項１３】
　前記取り外し可能なスペーサ要素は、引き剥がしバンド（７６）を含む、請求項１２に
記載の注入装置。
【請求項１４】
　前記取り外し可能なスペーサ要素は、引き剥がしラベル（７８）を含む、請求項１２に
記載の注入装置。
【請求項１５】
　前記取り外し可能なスペーサ要素（８０）は、前記ハウジング部材のうちの１つと一体
的に形成されている、請求項１２に記載の注入装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、注入装置に関し、限定的ではないが、特に、多くの薬を単一のカートリッジ
または注射器から一定期間に亘って供給可能とするように構成された注入装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの治療において、薬剤を、日毎、または他の時間的間隔で注入する必要がある。使
用者は、自身が特定の薬剤を摂取したか否かについて明確に記憶していないので、潜在的
な課題が生じる。それ故に、このような装置においては、特定の期間に使用者が薬を摂取
したか否かを示す、インクリメントカウンタまたは日付インジケータを提供する必要があ
る。また、固定量の薬剤が時間毎に供給される場合、使用者が、効果のない、または不完
全な薬剤を不注意により摂取してしまうことを防止するために、使用可能な薬剤が全て摂
取されたときに、使用者に報知可能であることが、特に望ましい。様々な薬剤装置におい
て、ユーザが注入したい薬剤のユニットの数でダイヤルすることを可能とするカウンタデ
ィスプレイを提供することは、一般的ではあるが、これらのディスプレイは、供給される
薬剤の量のみを表示し、薬剤注入の完了時にゼロに戻ってしまう。これらディスプレイは
、薬剤処方カウント、すなわち、装置によって処方された、注入薬剤の累積量を示すもの
ではない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　欧州特許出願ＥＰ－Ａ－１４６３５５０号公報において、出願人は、薬剤設定要素に対
する動作停止連結を有する薬剤カウンタ部材を備えた、注入装置用の薬剤処方カウンタに
ついて説明している。この装置によれば、使用者が、装置を起動する前に投薬量を設定す
るので、薬剤処方カウンタは、薬剤を作製するユニットの数に関わらず、１カウントでイ
ンクリメントされる。これは優良な設計ではあるが、実際の薬剤の供給よりもむしろ、薬
剤の設定においてカウントをインクリメントするものである。したがって、使用者が薬剤
の設定と薬剤の供給との間で混同してしまった場合、薬剤処方カウンタは、その期間に係
る薬剤が既に摂取されたことを示唆してしまう可能性がある。また、装置が最後の利用可
能な薬剤を供給するように起動された後、薬剤設定ノブが、例えその後の装置の起動によ
って適切な薬剤が供給されないとしても、さらなる薬剤を設定するように回転され得る。
【０００４】
　したがって、出願人は、カウンタ部材が、薬剤を供給する駆動部材の動作に応じてイン
クリメントされ、これにより、薬剤の設定よりもむしろ薬剤の供給によってインクリメン
トされる注入装置を設計した。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一態様において、本発明は、薬剤を供給する駆動部材の移動を動作毎に可能とするよう
に動作可能な駆動機構と、薬剤の供給毎にインクリメントされるために、駆動部材に駆動
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可能に連結されたカウンタ部材とを備える注入装置を提供する。
【０００６】
　この構成においては、累積薬剤のカウントが、薬剤量に関わらず、使用を示す単一の均
一量によりカウンタをインクリメントすることによって、維持され得る。
【０００７】
　移動が線形的になり得るが、上記駆動部材が回転移動するように取り付けられ、薬剤を
供給するように回転することが望ましい。したがって、駆動構造は、細長い駆動プランジ
ャを有してもよく、該駆動プランジャは、駆動部材と螺合し、駆動部材が対応する回転移
動をしたときに薬剤を供給するために長手方向に前進するように構成されている。
【０００８】
　薬剤の供給が、インクリメントもしくは作動する、または、カウンタ機構が適切な動作
の変換によってインクリメントする、多くの方法がある。例えば、カウンタ部材は、遊び
歯車と係合する、歯付き表面を含むカウンタホイールを有し、駆動部材は、遊び歯車の歯
部と係合するための１以上の歯部を有し、薬剤を供給する毎にカウンタホイールをインク
リメントする。駆動部材の歯部は、遊び歯車またはカウンタホイール自身と継続的に係合
してもよいが、好ましくは、駆動部材の歯部は、薬剤の供給毎に一度、遊び歯車と間欠的
に係合する。インクリメントが薬剤の供給サイクルの間の如何なる時でも発生し得るもの
であるが、カウンタ部材は、薬剤供給サイクルを通して部分的にインクリメントされるこ
とが望ましい。代替的に、他の構成が用いられてもよく、ここでは、薬剤供給機構または
そのコンポーネントの移動が、薬剤供給の間、または薬剤供給完了の１ユニットで、カウ
ンタをインクリメントするために使用される。これは、プランジャとカウンタとの相互作
用、または、薬剤供給機構の１以上の如何なるコンポーネントの間における同様の相互作
用によって、起動され得る。
【０００９】
　便利には、駆動機構は、駆動部材に関連付けられたエネルギー蓄積装置にエネルギーを
与えるために手動で移動される薬剤設定要素と、駆動部材を、エネルギーが与えられた状
態に保持し、且つ、エネルギーが与えられた状態から開放する、開放可能なトリガとを有
する。
【００１０】
　注入装置は、便利には、駆動プランジャが最終投薬位置に移動した後に、薬剤設定要素
の移動を阻止し、さらなる薬剤の設定が行われることを防ぐ最終投薬機構を備える。
【００１１】
　駆動機構は、薬剤設定要素とともに回転し、または、薬剤設定要素と一体的に組み込ま
れた駆動伝達要素を有する。駆動伝達要素は、ラッチ機構によって駆動部材に連結可能で
ある。駆動伝達要素およびプランジャは、それぞれの当接部と関連しており、当接部は、
駆動プランジャが最終投薬位置に向けて前進したときに、ブロック配置へと移動し、さら
なる薬剤設定動作を実質的に防止する。
【００１２】
　本装置は、固定量の薬剤を供給するように構成され、または、調整可能な量の薬剤を供
給するように構成される。
【００１３】
　最終的に投薬を不能化する特徴が、薬剤供給カウンタを備えていない装置に用いられて
もよい。したがって、本発明は、以下の構成の注入装置にまで拡張する。すなわち、注入
装置は、細長いネジ加工されたプランジャと螺合して、薬剤を供給するために細長いプラ
ンジャを前進させる回転式駆動ギアと、付勢力に反して、静止位置から、回転式駆動ギア
にラッチする、エネルギーが与えられた位置まで角度的に移動可能な回転式薬剤設定要素
と、回転移動のために駆動ギアを保持し、開放するように構成されたトリガ機構とを備え
る。ここで、駆動プランジャおよび薬剤設定要素と関連付けられたそれぞれの当接部は、
細長いプランジャが連続的な投薬の後に最終投薬位置に前進したときに、ブロック配置へ
と移動し、回転式薬剤設定要素がラッチされてエネルギーが与えられる状態へ復帰するこ
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とを防止する。
【００１４】
　当接部は、駆動プランジャ上、および薬剤設定要素上の、協働可能なそれぞれの突起を
含み、該突起は、薬剤設定要素の回転を制限するように協働する。
【００１５】
　注入装置は、薬剤を供給する（例えば、複数のコンポーネント薬剤を混合し、または、
装置を始動もしくは準備する）前の初期ステップにおいて、互いに対して移動するように
構成された、２つの相対移動可能な可動部を有するハウジングと、混入防止機構であって
、該混入防止機構が開放される前の相対移動を防止する、混入防止機構とを備える。
【００１６】
　混入防止機構は、典型的には、取り外し可能なパッケージを有し、該パッケージは、装
置の少なくとも一部を収容し、パッケージを取り外す前における初期移動に対して可動部
を保持するように構成される。
【００１７】
　代替的に、混入防止機構は、初期移動を防止するように配置され、且つ、装置から取り
外し可能なスペーサ要素を有する。
【００１８】
　取り外し可能なスペーサ要素は、引き剥がしバンド、または引き剥がしラベルを含んで
もよい。または、取り外し可能なスペーサ要素は、例えば成形によって、ハウジング部材
のうちの１つと一体的に形成される。
【００１９】
　本発明は、以下の構成の注入装置にまで拡張する。すなわち、注入装置は、薬剤を供給
する動作の前の初期ステップにおいて、互いに対して移動するように構成された、２つの
相対移動可能な可動部を有するハウジングと、混入防止機構であって、該混入防止機構が
開放される前の相対移動を防止する、混入防止機構とを備える。
【００２０】
　また、本発明は、以下の構成の注入装置にまで拡張する。すなわち、注入装置は、セッ
トまたは準備され、且つ、駆動部がセットまたは準備されたときに、色の変化または他の
視覚的特徴を表示する、外部から視認可能な色変更インジケータを備える。
【００２１】
　本発明は、上記に説明されてきたが、特許請求の範囲、図面、または、上記もしくは以
下に説明された、如何なる独創的な特徴のコンビネーションにまで拡張するものである。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】薬剤を再調合するためのハウジングを格納する前の供給された形態としての、本
発明の一実施形態に係る注入装置の斜視図である。
【図２】図１と同様の図であって、薬剤を再調合し、２つの薬剤が供給された後の装置を
示す図である。
【図３】図１および図２に示す装置の前端部の拡大図であって、カラーが前方位置にある
状態を示す。
【図４】デバイスの残りの部分からある部材が取り除かれた状態の駆動機構を示す図であ
る。
【図５】（ａ）は駆動機構の分解図を示し、（ｂ）および（ｃ）は駆動機構の拡大図を示
す。
【図６】プランジャとラチェット駆動シャフトの拡大図である。
【図７】プランジャの後端部の拡大図である。
【図８】ラチェット駆動シャフト、駆動プランジャ、および駆動ギアを通る断面図である
。
【図９】ハウジングを図１に示す拡張位置から図２に示す位置まで移動させる前に取り外
される必要のある、混入防止装置の種々の実施形態を示す図である。
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【図１０】ハウジングを図１に示す拡張位置から図２に示す位置まで移動させる前に取り
外される必要のある、混入防止装置の種々の実施形態を示す図である。
【図１１】ハウジングを図１に示す拡張位置から図２に示す位置まで移動させる前に取り
外される必要のある、混入防止装置の種々の実施形態を示す図である。
【図１２】ハウジングを図１に示す拡張位置から図２に示す位置まで移動させる前に取り
外される必要のある、混入防止装置の種々の実施形態を示す図である。
【図１３】混入防止装置の他の形態の拡大図である。
【図１４】図１３の構造の一部の拡大分解図である。
【図１５】（ａ）～（ｃ）は、様々な動作ステージにおける、図１３および図１４に示す
混入防止装置の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　添付の図面を参照して、本発明の種々の実施形態を、一例としてのみ詳細に説明する。
【００２４】
　図面に示された注入装置の実施形態は、例えば、出願人による先願である国際特許出願
ＷＯ２００７／１３２１９１号公報に記載されているような、公知タイプのデュアルチャ
ンバカートリッジにおいて、非混合形態の２つのコンポーネントとして供給される薬剤用
に設計されたものである。提示されているように、カートリッジは、二つの分離されたチ
ャンバを画定する二つの離隔した栓（ｂｕｎｇ）を有し、薬剤は、後方の栓を前方へ移動
させることによって混合される。これにより、前方の栓が、バイパススロットを外部に露
出させて開放するように前方へ移動し、その後に、後方チャンバの流体を前方チャンバへ
移動させ、その物質と混合させる。このような装置においては、標準的に計量された薬剤
が要求された後、薬剤を再調合するために、初期の長手方向への移動が必要となる。以下
に説明する実施形態においては、薬剤は全て均一の量であるが、装置は、変化する量の薬
剤を供給する機能を提供するように、容易に修正され得ることが理解されよう。
【００２５】
　図１を参照して、注入装置は、後部１０と、該後部１０の縮径された位置に伸縮自在に
設置された前部１２とからなるハウジングを備える。駆動ユニット１４は、ハウジング後
部１０の後端部に固定され、自らの後端部において、装置を始動（ｃｏｃｋ）させるよう
に捩じられた回転可能なダイヤル１６を備える。そして、アクチュエータボタン１８は、
装置を起動するために前方へスライドされる。回転可能なダイヤルは、駆動本体の外郭１
５の後方リム１３の内側に延在する前方フランジ１１を有する。後方リムは、不透明の材
料からなり、３つの透明ウィンドウ１７から離隔している。ダイヤルのフランジ１１は、
色付けされたパッチ１１’を有し、該パッチ１１’は、ダイヤル１６が始動された位置に
あるときに、準備が完了した旨を表す色変化を示すために、ウィンドウ１７と整列するよ
うに配置される。
【００２６】
　ハウジング前部１２の前端部には、バネによって付勢されたカラー２０が設けられてい
る。このカラー２０は、検査ウィンドウを通してカートリッジ１９の中身を視認するため
に、該カラー２０を捩り、且つ、検査ウィンドウを外部に露出させるようにバネ２１の影
響の下で前方に向けて開放することを可能とする、差し込みインターロックを有する。ま
た、カラー２０は、カートリッジの前端部においてニードルハブ（図示せず）がネジ部２
２に取り付けられた場合に、該ニードルハブを覆う。
【００２７】
　図４～図８を参照して、駆動機構について、以下により詳細に説明する。ダイヤル１６
は、ラチェット駆動シャフト２４の後端部に固定されており、これとともに回転する。ラ
チェット駆動シャフトは、その前端部において、駆動ギア３２上に設けられた、内方側で
対向する対応のラッチ歯部または凹部３０（図８を参照のこと）と協働するラチェット歯
部２６を含む（図５（ａ）、（ｃ）、および図６を参照のこと）。捩りバネ３４は、その
後端部がダイヤル１６に接続されており、その前端部が、装置のハウジングに固定された
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固定支持カラー３６に接続されている。ラチェット駆動シャフト２４は、固定支持カラー
３６内において回転自在であるが、ラチェット駆動シャフト２４に設けられた外側リブ３
７と、支持カラー３６の内部に設けられた内側リブ３９との相互作用によって、１回転以
下の回転に規制される。本体１０は、内方に向かう一対のスプライン（図示せず）を有し
、該スプラインは、プランジャ４４のネジ部４２に形成された、対応する長手方向に延び
る溝４０と協働する。これにより、プランジャは、回転に対しては保持されるが、長手方
向に移動することができる。
【００２８】
　駆動ギア３２は、その表面の周囲に１２０°の間隔で、以下に述べるように薬剤カウン
タ機構をインクリメントするための３対の歯部４６を保持する。歯部４６の前方において
、駆動ギアは、アクチュエータボタン１８の前端部上のラッチスプライン５０と協働する
複数のラッチ凹部４８を有する。アクチュエータボタン１８は、ハウジングに対して傾斜
して固定され、スプライン５０がラッチ凹部４８と係合して駆動ギアの回転を規制する後
方位置から、駆動ギアが開放される前方位置までの間を、軸方向に移動可能である。
【００２９】
　駆動ギアは、プランジャ４４のネジ部４２と螺合するネジ状孔５２を含み、これにより
、駆動ギアの回転によって、プランジャがプリセット量だけ前進する。プランジャ上のネ
ジ部および孔は、例えば４条ネジのような、多条ネジである。
【００３０】
　使用に際しては、捩りバネ３４を捩じり、且つ駆動ギア４６上の各ラッチ凹部３０にラ
チェット歯部２６がロックされるまでラチェット駆動シャフト２４を回転させるための１
／３回転を通して、ダイヤル１６を捩じることによって、本装置は、始動またはエネルギ
ーを与えられる。この位置おける駆動ギア３２は、アクチュエータボタン上のスプライン
５０によって、回転不可能に保持される。この状態においては、ステータスの変化は、ダ
イヤル１６の近傍のウィンドウ１７における色の変化によって検知される。アクチュエー
タボタン１８を前方に押し込むことによって、駆動ギア３２が開放され、これにより、該
駆動ギア３２は、捩りバネ３４の影響の下、ラチェット駆動シャフト２４とともに回転す
る。その結果、プランジャ４４が前進することとなる。
【００３１】
　カウンタホイール５４は、互いに離隔して配置された取り付けプレート５６によって、
駆動ギア３２と同心状に取り付けられる。これら取り付けプレート５６は、カウンタホイ
ール５４の内側に設けられた内側歯状トラック６１と係合する遊び歯車５８も取り付ける
。プレート５６は、ハウジングに対して傾斜して固定され、駆動ギア３２が回転するにつ
れて、歯部４６は、遊び歯車５８の歯部を作動させる。この動作が、次いで、薬剤の供給
を検知するとともに累積カウントを維持するために、ホイールを、一定のインクリメント
によって回転させることとなる。
【００３２】
　図７に示されているように、プランジャの後端部には、２つの突起６０が設けられてい
る。これら突起６０は、プランジャがその最大前進位置に達したときに、ラチェット駆動
シャフト２４の内面上に設けられた突起６２と係合し、または、突起６２間を移動する。
これにより、プランジャに対するラチェット駆動シャフトのさらなる回転が、規制または
防止される。これは、プランジャの前方へのさらなる移動を阻止するのみならず、ラチェ
ット駆動シャフトがハウジングに対して回転してしまうことを防ぐ。このことは、ダイヤ
ル１６が回転不可能にロックされ、少しの反動に曝されることを意味する。
【００３３】
　図１および図２に示されているように、注入用装置を準備するために、ハウジング前部
１２は、ハウジング後部１０にスナップ式でロックされるために、後方にスライドする必
要がある。このように動作するに際し、この動作によって、プランジャが、薬剤の混合に
影響を与えるように、デュアルチャンバカートリッジ２１内の後方栓（図示せず）に作用
することとなる。投入証拠の特徴を提供し、また、不注意のまたは不完全な混合または再
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調合を防止するために、図１～図８に示す装置は、混入防止の構成を備えていてもよい。
したがって、図９において、注入装置は、樹脂または類似の取り外し可能なケーシング７
０、７２の半体に収容されている。このケーシング７０、７２の半体には、凹部７４が設
けられており、この凹部７４の対向する端部が、ハウジングの前部および後部の伸縮移動
を防止する。
【００３４】
　図１０において、分離された樹脂コンポーネント７６が、ハウジング後部１０の周囲に
熱着されており、これにより、該樹脂コンポーネントが取り外されるまで、ハウジング部
材の伸縮移動が防止される。
【００３５】
　図１１において、剥離可能な糊付きラベル７８が、伸縮移動を防止するために装置の周
囲に巻き付けられている。
【００３６】
　図１２において、成形引き剥がし部８０は、ハウジング前部１２と一体的に成形され、
且つ引き剥がし可能に構成されている。ハウジング前部の引き剥がし部間における隣接領
域は、鋭いエッジが外部に露出することを防ぐための凹部８２を有してもよい。
【００３７】
　図１３～図１５を参照して、この構成においては、突出脚８４が、ハウジング後部１０
上に形成されており、ハウジング前部１２の周縁部に形成されたスロット８６と協働する
。この構成においては、スロット８６は、カム面８８を有するように形成されており、こ
のカム面８８を、弾性戻り止め動作（図１５（ａ）～図１５（ｂ））を提供するために、
初期の回転動作の間に、脚８４の前部が乗り越える。カム面８８を乗り越えると、脚８４
の前部は、スロット８６の主部と整列し、これにより、ハウジング前部１２は、ハウジン
グ後部における対向面と接触するように前後方向にスライド可能となる。脚８４は、その
後端部に向かうにつれて拡幅しており、これにより、図２（図１５（ｃ））に示す伸縮位
置まで移動した場合に、スロット内に復帰不可能にスナップされる。その結果、ハウジン
グ前部１２が前方にスライドすることが不可能となる。
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